
 

 

 ＮＥＷＳ（PRESS） ＲＥＬＥＡＳＥ 
令和  ７年 ３月２６日 

 志摩市観光経済部観光課 

タ イ ト ル 

地域活性化起業人（企業派遣型）の受け入れについて 

 

 

概 要 

志摩市では、総務省「地域活性化起業人」制度を活用し、「日本航空株式会社」と、出

向社員の取り扱いに関する協定を締結し、令和７年４月１日より、社員を受け入れます。 

「日本航空株式会社」からの社員受け入れは、令和３年４月の受け入れ以降、２度目の

受け入れとなります。 

 ※令和３年３月２４日に、志摩市と日本航空株式会社において、「志摩市と日本航空株

式会社との連携協定」を締結しています。 
  

■派遣企業 

東京都品川区東品川二丁目４番１１号 

日本航空株式会社 

■派遣社員氏名 

  早川 泰広（はやかわ やすひろ） 

■派遣期間 

  最長で３年間（令和７年４月１日から令和１０年３月３１日） 

■派遣社員略歴 

  平成１０年にジャルセールスに入社。 

  入社以降、航空券、ツアー商品の販売業務、インバウンド業務や団体手配など 

旅行業務全般に従事。 

直近では中部支社において、地域の自治体や企業とともに、 

地域活性化の取り組みを行う。 

■志摩市での役職 

  観光経済部 副参事 

■志摩市での主な業務 

  ・観光 PR、国内外からの誘客に関する業務 

  ・志摩市における観光戦略（施策）の立案及び実施に関する業務 

  ・持続可能な観光地域づくり推進に関する業務 

  ・志摩市との連携協定書に記載する連携協力事項に関する業務 
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【地域活性化起業人制度を活用した民間企業からの社員受入状況】 

派遣企業 受入年月 備 考 

日本航空株式会社（株式会社ジャルセールス） 令和３年４月 受入終了 

株式会社近畿日本ツーリスト 令和３年７月 受入終了 

ソフトバンク株式会社 令和 4 年４月  

クラブツーリズム株式会社 令和４年４月  

ABC Cooking Studio 株式会社 令和５年７月  

株式会社システナ 令和６年４月  
 

お 問 合 せ 先 
志摩市観光経済部観光課  担当者：谷水・原条 

TEL：0599-44-0005 FAX：0599-44-5262 E-mail：kanko@city.shima.lg.jp 
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地域活性化起業人（企業人材派遣制度）

対象者 三大都市圏に所在する企業等の社員（在籍派遣）
※三大都市圏に本社機能を有する企業等については派遣時に 三大都市圏に勤務することを要しない

受入団体

期 間 ６ヵ月 ～ ３年

社会貢献マインド
人材の育成・キャリアアップなど

⇒ 民間企業の新しい形の社会貢献
⇒ 多彩な経験を積ませることによる人材育成・キャリアアップ
⇒ 経験豊富なシニア人材の新たなライフステージを発見

民間のスペシャリスト人材
を活用した地域の課題解決へのニーズ

⇒ 民間企業において培った専門知識・業務経験・人脈・
ノウハウを活用

⇒ 外部の視点・民間の経営感覚・スピード感覚を得ながら
取組を展開

自治体 民間企業

○ 地方公共団体が、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かしながら

地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事してもらい、地域活性化を図る取組に対し特別交付税措置。

活動内容（例） 地域活性化に向けた幅広い活動に従事

特別交付税
措 置

○派遣元企業に対する負担金など起業人の受入に要する経費 上限額 年間５６０万円／人

○起業人の受入準備経費 上限額 年間１００万円（措置率０．５）／団体
（派遣元企業に対する募集・PR、協定締結のために必要となる経費）

○起業人が発案・提案した事業に要する経費 上限額 年間１００万円（措置率０．５）／人

○観光振興 ○ICT分野（デジタル人材）

○地域経済活性化（中小企業のハンズオン支援）

①３大都市圏外の市町村

②３大都市圏内の市町村のうち、条件不利地域を有する市町村、定住自立圏に取り組む市町村

及び人口減少率が高い市町村

○地域産品の開発・販路拡大

○中心市街地活性化

（協定締結）

1,432市町村

等


	資料２　地域活性化起業人の受け入れについて

